
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ① 手続き申込画面へ移動するため、『利用登録せずに申し込む方はこちら』をクリック   

 

 

 

 

 

 

 

1.スマートフォンでQRコードを読み取る。  

 ⇒ ①へ進む    

実際に 

読み取りできます。 

電子申請についてのご案内 【所得の減少による減免】 

】 ★電子申請がご利用いただけない方 

①前年に給与収入がなかった方 （※営業所得など給与所得以外の場合、国民健康保険課窓口にてご相談ください。） 

②給与収入以外に、所得見込みがある方 （※営業所得など給与所得以外の場合、国民健康保険課窓口にてご相談ください。） 

③必要書類がそろっていない方 

 【必要書類】 

  共通・・・1.国民健康保険被保険者番号がわかるもの（資格確認書、資格情報のお知らせなど） 

       2.国民健康保険料決定通知書 又は 国民健康保険料決定（更正）通知書 

       3.世帯主の本人確認書類（免許証、 マイナンバーカード など） 

 

  退職（申請時点で無職の方）・・・退職日が分かる書類（離職票・退職証明書・退職日が記載されている源泉徴収票など） 

 

  給与の減少（申請時点で転職・雇用形態の変更等により給与が減少している方） 

・・・給与明細書（減免を申請する年の 1月から申請月まで）など 

 

・均等割、平等割に 7割軽減が適用されており、かつ所得割が 0円である方 

 ※既に保険料が一番お安い金額となっているため、減免申請が対象外となります。軽減適用の有無は、 

  国民健康保険料決定又は更正決定通知書をご確認ください。 

※利用登録とは… 

利用者情報を登録した場合、以後の手続きに際し、利用者としてログインでき、また

登録情報は、それぞれの手続きにおいて利用できるため、入力が簡素化されます。 

1. 検索エンジンで「吹田市電子申込システム」 

  と検索。 

2.バナーをクリックし、「電子申込システムは 

  こちら」をクリック。 

3.「オンライン申請手続き」をクリック。 

4.「キーワードで探す」へ「国民健康保険料 

  減額」と入力し、検索。  ⇒ ①へ進む 

1 
スマートフォンでの申請 

パソコンでの申請 



② 手続きの説明を確認し、画面を下にスクロールし、利用規約を確認の上、『同意する』をクリック   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 被保険者番号・世帯主情報を入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 世帯主の本人確認書類を添付 

 

 

 

 

 

 

 

世帯主の本人確認書類を 

スマートフォンなどで撮影し、画

像データを添付してください。 

吹田  太郎 

1234567  

5648550  

大阪府吹田市泉町 1 丁目 3 番 40 号 7  

ハイフンは不要です。 

住所・氏名等に変更があり、本人確認書類の裏面

に変更内容が記載されている場合、裏面も合わ

せて添付してください。 

必須と記載がある箇所は漏れなく入力ください。 
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⑤ メールアドレス・電話番号・世帯の構成人数を入力 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 世帯の構成を入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 世帯主が加入している保険を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯主の は国民健康保険に加入、未

加入に関わらず、外さないでください。 

Suita_kokuho@○○.jp  

☑ 

世帯主が国民健康保険以外に加入されている場合は、 

「他の健康保険(社会保険(会社の保険)・後期高齢者医療保険

(75歳以上の方が加入する保険)等)」  

を選択してください。 

● 

申込完了メールの送信や不備があった際の

連絡に使用いたします。 

123456789  

ハイフンは不要です。 

2 

 
世帯主+国保加入している世帯員数を入力し

てください。 

吹田 花子 
世帯主以外に世帯員がいる場合は、

その方の氏名を入力してください。 
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⑧ 『国民健康保険料決定通知書』を確認しながら必要事項を入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

※お手元の書類が『国民健康保険料決定（更正）通知書』の場合は、以下の箇所を確認し、入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93400 

８ 

『国民健康保険料 決定通知書』

に記載されている年度を入力し

てください。 

『国民健康保険料 決定通知書』に記載されている

年額を入力してください。 

８ 

『国民健康保険料決定(更正)通知書』の決定保険料欄に記

載されている更正後の金額を入力してください。  252398 

『国民健康保険料決定(更正)通知書』

に記載されている年度を入力してく

ださい。 
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⑨ 前年の所得等を入力 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 申請した日の属する一年間の所得種類を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年に給与収入がなかった方は、電子申込の対象外です。 

※営業所得など給与所得以外の場合は、市役所窓口にてご相談ください。 

● 

国民健康保険に加入している世

帯員の方、全員の前年の給与所

得金額の合計を入力してくださ

い。 

入力不要 

4,000,000 

給与収入以外に、所得見込みがある方については、電子申込の対象外です。 

※営業所得など給与所得以外の場合は、市役所窓口にてご相談ください。 

退職した日より後に見込まれる給与所

得を入力してください。 

※退職した日から収入がない場合は、 

０円と入力してください。 

1,000,000 

● 
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【見込み額の計算方法】 

 直近（３カ月）の給与明細等の所得金額から月平均を計算し、月平均に残りの月数をかけ、合算する。 

 

（例）退職後の給与所得（３月から給与減少の場合）について、3月が 3万円、 4月が 8万円、 5月が 10万円の場合 

  （1）.所得が発生している 3月～5月を合計する。 

   →3万+８万+10万＝21万 

 

  （2）.合計金額を月数で割る。 

   →21万÷3カ月＝7万  月平均は 7万円 

 

  （3）.月平均に残りの月数（6月以降の 7カ月）をかける。 

   →7万円×7カ月＝49万 

 

  （4）.3月～5月の合計所得と 3で計算した見込みの所得を合算する。 

   →21万+49万＝70万  今年 1年間の見込み所得金額合計は 70万円 

 

★他に国民健康保険に加入している方いる場合、それぞれの世帯構成員の給与所得（見込み）を上記の方法で計算し、入力してください。 

 

 

 

⑪ 以下の項目は入力不要です。 

 

 

 

入力不要 

入力不要 
『NaN』と表示されている場合、計算

が正しく行われていないため、前項目

の所得入力が正しく行われているか

ご確認ください。 
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⑫ 『世帯全体の所得の減少率』を確認し、減少率が 30％を超えているか選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ 必要項目を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ 必要書類を添付 

■前項目で『退職（申請時点で無職の方）』を選択された場合、以下の書類を添付 

 →退職日が記載されている書類（源泉徴収票・退職証明書・離職票 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

29％以下（いいえを選択）の場合、減額

（免除申請）の対象外です。 

選択によって、添付していただく必要

書類の案内が変わりますので、ご注意

ください。 
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■前項目で『給与の減少（申請時点で転職・雇用形態の変更等により給与が減少している方）』を選択された場合、以下の書類を添付 

 →収入減少前の給与明細書と減少後の明細書（直近３カ月分程度） 

   ※１度退職されている方は、退職日が記載されている書類（源泉徴収票・退職証明書・離職票 等）を２枚目以降に添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮ 『確認へ進む』をクリック  （※右のように表示された場合は、入力の不備がありますので、各項目を修正してください。） 

                 

 

 

⑯ 申込確認ページ内容を確認し、問題なければ、『申込む』をクリック   

 

 

 

⑰ お疲れ様でした。 お手続きは以上になります。 

     申し込み後に申し込み完了メール等が返信されます。 

     迷惑メール対策等を行っている場合は、メール受信が可能な設定に変更してください。 

     ※申し込み完了メールは、申請の提出ができたことへのメールです。 

なお、申し込み完了メールは、減免が承認されたメールではありません。 

書類の不備等がなければ、受理メールをお送りします。 

審査結果については、後日、送付される文章をご確認ください。 

その他注意事項 

・添付書類に不備がある場合等について、申請が不受理となり、再度申請 

 いただくことがございます。 

・減少後の所得により算定した保険料額が賦課限度額を超過する場合、 

 減免を適用できません。 

・申請受理後、審査の結果減免対象外と認定された場合、不承認通知を 

 送付いたします。 

・審査結果が届くまでに納期限を迎えるものは、お支払いをお願いいたし 

 ます。減免が承認された場合、お支払いいただいた保険料を差し引き、 

 残りの保険料を調整させていただきます。また、過納付になった場合 

 は、後日還付させていただきます。 
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